
　　　　　　　

症状固定後の流れ

注意・・・上記の資料は、制度のイメージをお伝えする資料となります。

ご相談のある方は、医療福祉相談室の担当MSWへご相談ください。

千葉療護センター　医療福祉相談室　令和3年　3月

ナスバ介護料

治療期間（未定） 自賠責認定期間 示談交渉（約1～5か月） 裁判（約6か月～2年）

事故日 症状固定日 後遺症等級決定 訴状提出 判決

1級～14級

これ以上治療を続けても

良くも悪くもならないと この時点で自賠責保険からもらえる金額だけを

医師が判断したとき。 まずもらっておくという方法（被害者請求）もあります

①治療費（装具類費用） ⑦後遺障害慰謝料

②入院時の付添費 ⑧後遺障害逸失利益 ・・・・・・・・ 年収 × 労働能力喪失率 × 67歳までの年数

③入院時の雑費 ⑨将来の治療費、リハビリ費用 (ただし係数に換算する)

④入院時慰謝料 ⑩将来の装具・器具購入費

⑤通院時の交通費・宿泊費 ⑪将来の介護ないし付添費用

⑥休業損害 ⑫自動車改造費

交通事故賠償請求の進め方
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医療費について 【損保払いの場合】

＜治療費：治療にかかわる費用＞

⇒損保払い

＜食事療養費：食事や経管栄養剤＞

⇒損保払い

＜保険外費用：洗濯代やおむつ代など＞

⇒損保払い

【労災の場合】

＜治療費：治療にかかわる費用＞

⇒私病分以外、労災払い

＜食事療養費：食事や経管栄養剤＞

⇒労災払い

＜保険外費用：洗濯代やおむつ代など＞

⇒損保へ請求できない場合、家族払い
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＜治療費＞

・家族負担

※窓口での支払い負担軽減のため、以下の制度を利用

①限度額認定証の申請（高額療養費）…健康保険証

②重度心身障害者医療費助成制度（自治体による）…身体障害者手帳

※②については、年齢や所得等の確認が必要

＜食事療養費＞

・家族負担

1食 100円～460円）

※所得に応じて負担額が変更

＜保険外費用＞

・家族負担 （2～4万円／月）

※療護センターでは非課税世帯であれば保険外費用免除制度がありま


